
広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

資 源 物の
持ち去り
について

町民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められ
た日に排出した資源物をごみ集積場所から無断で持ち去る行為
が多発しています。
資源物は町や町民の皆さんにとって収入源であり、持ち去り
はごみの減量やリサイクルの推進に大きな悪影響を及ぼします。
このような行為を発見した場合は、住民環境課環境係までご
連絡ください。

住民環境課 環境係　☎６４－１１０２

ノラ猫にエサを与えないで

自宅で飼うことができない
のにエサを与えることは、
善意があるとはいえ結果と
して無責任な行為となり不
幸な猫を生み出すことにな
ります。

ノラ猫などについての
お問い合わせは
住民環境課環境係
☎６４－１１０２

決まった飼い主のいない猫
は、ところかまわず排泄を
行い、周囲に迷惑を与える
ことになります。

無責任なエサやりはやめま
しょう。

見ればエサを与えたくなり
ます。
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12月10日は「人権デー」です。１９４８年のこの日

迎えました。世界中のすべての人はみんな同じ人権を
持つ、かけがえのない存在です。それぞれの個性や生
き方の違いを大切にして、全ての人の人権が尊重され
る豊かな社会をつくりましょう。
◎困りごと、心配ごとでお悩みの方は、下記の人権
相談窓口までお気軽にご相談ください。相談は無
料で、秘密は守られます。
◆受付時間：月曜日～金曜日
　（12月 29日～１月３日・休日を除く）

◆面接による相談窓口
　和歌山地方法務局人権擁護課　和歌山市二番町２番地
◆電話による相談窓口
子どもの人権についての専用相談電話
子どもの人権１１０番　☎０１２０－００７－１１０
女性の人権についての専門相談電話

女性の人権ホットライン　☎０５７０－０７０－８１０
全国共通人権相談ダイヤル

みんなの人権１１０番　☎０５７０－００３－１１０

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～
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